
業務名 契約相手 契約金額 契約締結日
地方公営企
業法施行令
の適用条項

随意契約の理由 担当課

情報ネットワーク保守に関す
る契約

リコージャパン 株式会社
デジタルサービス営業本部
島根支社 島根営業部
部長　長谷川　圭吾

松江市平成町182-27

2,905,100円 令和5年4月1日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、情報ネットワークの通信機器を保守し、障害発生時に24時間
365日対応するとともに、当局の情報ネットワーク全般を包括管理するた
めの業務である。
当局の情報ネットワーク全般を包括管理し、障害発生等の緊急時に迅速な
復旧対応が可能な事業者は、当局の通信システムの設計から通信機器の導
入、設定及び既存システムの接続設定まで行ったネットワーク構築事業者
である現受託者に限られるため、特命随意契約にて本業務を履行するも
の。

総務課

松江市上下水道局データセン
ター業務委託

株式会社 マツケイ
代表取締役社長　名原　厚

松江市乃木福富町735-211

9,988,836円 令和5年4月1日
第21条の14
第1項第7号

局情報システムの基幹拠点であるデータセンターについては、平成21年度
にプロポーザル方式により選定し㈱マツケイと契約したものである。平成
26年度より上水道遠隔監視システムを整備、令和元年度には下水道遠隔監
視システムの整備を継続して行っている。
こうした状況の中、既設サーバー等を移設した場合、別途多大な費用が必
要となることから、現受託者と引き続き契約することで著しく有利な価格
となるため、特命随契にて本業務を履行するもの。

総務課

水道料金及び下水道使用料等
収納代行業務

株式会社 電算システム
取締役執行役員
事業部長　辻本　治

岐阜県岐阜市日置江1-58

51円/件
（税抜）

令和5年4月1日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、上下水道料金の賦課徴収業務の受託者（第一環境）が発行した
納入通知書により、全国のコンビニエンスストアでの収納（スマートフォ
ンアプリ決裁を含む）の代行業務を行うものである。
水道料金及び下水道使用料等収納代行業務を履行するために必要な、納入
通知書の発行及び収納に係るプログラムは、㈱電算システム独自の仕様に
より、賦課徴収業務受託者の料金システムで運用されているため同社と随
意契約を締結するもの。

営業課

令和５年度　松江市上下水道
施設設備台帳システム・サー
ビス提供業務委託

日本水工設計 株式会社
松江事務所
所長　中島　吉彦

松江市浜乃木2-11-38

1,144,000円 令和5年4月1日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、平成27年度に構築した本システムについて、システムのメンテ
ナンス及び機器のメンテナンスを含めて構築時の仕様を満たすクラウド
サービスの提供を受けるものである。
水道事業、下水道事業ともに令和4年度に島根県が広域化・共同化計画
（広域化推進プラン）を策定され、設備台帳システムの共同化についても
検討中であることから、安定稼働している現行のサービスを継続利用する
必要があるため、構築した業者と引き続き随意契約を締結するもの。

事業推進課

令和５年度　松江市下水道台
帳管理システム・サービス提
供業務委託

株式会社 パスコ
島根営業所
所長　岩橋　徹

松江市北陵町34番地

2,013,440円 令和5年4月1日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、平成27年度に構築した本システムについて、システムのメンテ
ナンス及び機器のメンテナンスを含めて構築時の仕様を満たすクラウド
サービスの提供を受けるものである。
令和5年度に、新たに「松江市上下水道統一管路システム」を構築する予
定であり、移行までの期間は現行の「松江市下水道台帳管理システム」を
継続利用する必要があるため、構築した業者と引き続き随意契約を締結す
るもの。

事業推進課



業務名 契約相手 契約金額 契約締結日
地方公営企
業法施行令
の適用条項

随意契約の理由 担当課

R5年度　情報配信業務委託

小松電機産業 株式会社
代表取締役　小松　昭夫

松江市乃木福富町735-188

5,913,600円 令和5年4月1日
第21条の14
第1項第2号

公共下水道並びに集落排水施設のマンホールポンプ等の運転状況の遠隔監
視及び異常通報を受信する情報配信システムは、サービス提供型（クラウ
ド）システムであり、現地電気計装機器の通信接続仕様等も当該事業者の
仕様に合わせて構成している。新たなシステム構築に移行するまでは現行
の設備機器を有効利用するため、特命随契にて当該システムを利用し運転
管理を行うもの。

施設整備課

R5年度　意東地区汚泥処理施
設維持管理業務委託

日本ミクニヤ 株式会社
発酵分解ＴＳカンパニー
カンパニー長　徳岡　誠人

神奈川県川崎市高津区
溝口3-25-10

2,865,500円 令和5年4月1日
第21条の14
第1項第2号

意東地区汚泥処理施設に設置してある有機汚泥発酵分解処理装置は、「有
機汚泥発酵分解処理装置の運転管理方法」として特許の設定登録（特許第
3753322号）をされており、特許発明利用に関し独占的通常実施権許諾契
約を締結した当該事業者のみ業務を履行できるため。

施設整備課

R5年度　処理場汚泥（脱水）
運搬業務委託

松江八束生活環境保全事業
協同組合
理事長　土江　良弘

松江市八幡町880-53

汚泥脱水作業
及び運搬

43,000円/ｔ
（税抜）

ほか

令和5年4月1日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、本局が管理する処理場から発生する汚泥及びし渣を収集し指定
の場所まで運搬する業務である。
脱水汚泥の運搬（移動脱水車による汚泥脱水作業を含む）を行う処理場と
濃縮汚泥の収集運搬を行う処理場の本業務を行うことは単一事業者では不
可能であり、一般及び産業廃棄物の収集運搬を行うための許可及び運搬車
両等を有し、かつ計画的効率的な汚泥運搬が可能な者は当該組合のみであ
るため。

施設整備課

R5年度　汚水移送業務委託

松江八束生活環境保全事業
協同組合
理事長　土江　良弘

松江市八幡町880-53

平日
所定時間
 10,000円/ｈ
　（税抜）
ほか

令和5年4月1日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、当局が管理する集排施設、集合処理施設、し尿処理施設及び公
共下水道の各区域内の異常が発生した箇所及び工事に伴い汚水の流入を一
時的に止める必要がある場合、汚水を引き抜き、指定する場所まで運搬す
る業務である。
機器の故障及び災害等の緊急時に当局が管理する全対象処理区域の汚水移
送を緊急に行う場合や工事に伴う汚水移送を単一業者で行うことは単一事
業者では不可能であり、輸送車両等を確保することが可能で、かつ全対象
処理区域の汚水移送を緊急に行うことができるのは当該組合のみであるた
め。

施設整備課

R5年度　公設浄化槽保守管理
業務委託

松江八束生活環境保全事業
協同組合
理事長　土江　良弘

松江市八幡町880-53

高度処理型
通常点検
5人槽
　5,400円/回
　（税抜）
ほか

令和5年4月1日
第21条の14
第1項第2号

公設浄化槽保守管理業務を行うには、浄化槽保守点検業の登録のほか、松
江市の浄化槽清掃業の許可及び一般廃棄物（汚泥）の収集運搬業の許可が
必要である。
市内全域にわたって設置してある公設浄化槽885基（管理予定基数）の保
守管理を履行できる事業者はおらず、浄化槽清掃業の許可等の資格を有す
る全事業者（11事業者）が加盟する松江八束生活環境保全事業協同組合と
随意契約を締結するもの。

施設整備課



業務名 契約相手 契約金額 契約締結日
地方公営企
業法施行令
の適用条項

随意契約の理由 担当課

R5年度　汚泥処分業務委託

三光 株式会社 松江支店
支店長　鷲見　英輔

松江市八束町江島1128-105

脱水汚泥
 17,000円/ｔ
　（税抜）
濃縮汚泥
 17,000円/ｔ
　（税抜）
ほか

令和5年4月1日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、本局が管理する汚水処理施設等から発生する脱水汚泥（産業廃
棄物及び一般廃棄物）及び濃縮汚泥（産業廃棄物）、し渣（産業廃棄物）
の処分業務である。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条及び第１５
条に定められている本業務に必要な一般及び産業廃棄物処理業の許可を持
ち、濃縮及び脱水汚泥の有効利用並びに再生利用が可能な事業者は市内及
び近郊では当該事業者のみであるため。

施設整備課

令和5年度 水質検査業務委託

公益財団法人
島根県環境保健公社
理事長　吉川　敏彦

松江市古志原1-4-6

浄水全項目
 84,000円/回
　（税抜）
原水全項目
 52,500円/回
　（税抜）
ほか

令和5年4月1日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、本局が策定する「松江市上下水道局水質検査計画」に基づく水
質検査業務を行うものである。
計画に基づく水質検査項目全ての検査が実施可能であり、かつ２４時間体
制で緊急検査の受け入れが可能で水質事故に備えた年間契約ができるの
は、島根県内で当該事業者のみであるため。

浄配水課

水道施設遠隔監視システム
（「縁」システム）のＶＰＮ
サービスに係る通信役務に関
する契約【EneWingsVPNサー
ビスおよびCPEパックサービ
ス】

株式会社
ｴﾈﾙｷﾞｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
取締役社長　渡部　伸夫

広島県広島市中区大手町
2-11-10

131,208円/月
　（税込）

令和5年4月1日
第21条の14
第1項第2号

本件は、水運用を行う上で特に基幹的な役割を果たす重要拠点施設（１０
機場）を結ぶ情報通信網の契約であり、アクセス回線及びインターネット
環境下における信頼性の高い情報セキュリティーとするため、ＶＰＮ（閉
域網）サービスの提供を受けるものである。
「縁」システムを構成する通信主回線及びＶＰＮ環境の提供に関する契約
であり、当該通信事業者以外には本契約を履行することができないため。

浄配水課

R5年度　上下水道高圧受電施
設電気保安業務委託

一般財団法人
中国電気保安協会
理事長　小川　司德

広島県広島市東区二葉の里
3-5-7

4,908,046円 令和5年4月1日
第21条の14
第1項第8号

業務発注にあたり一般競争入札を実施したところ、（一財）中国保安協会
から応札があったが、提出書類に不備があり入札に参加させなかった。
また、その他の応札者は無く入札不調となったため、唯一本業務に応札し
てきた（一財）中国保安協会と随意契約を締結するもの。

浄配水課

R5年度　遠隔監視システム通
信方式変更業務

小松電機産業 株式会社
代表取締役　小松　昭夫

松江市乃木福富町735-188

23,848,000円 令和5年5月1日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、下水道用遠隔監視システムにおいて、現在利用する３Ｇの携帯
電話サービス（ＦＯＭＡ対応型）が令和７年度末で終了することに伴い、
現在、小松電機産業㈱とサービス提供型にて契約する遠隔監視システム内
のマンホールポンプ制御用の通信部を４Ｇ通信対応型へ取替を行い、通信
方式を４Ｇ対応に変更する業務である。
小松電機産業㈱がサービスを提供する下水道遠隔監視システムにて管理す
るマンホールポンプ制御盤内の通信部を取り替えて通信方式を変更する業
務であり、同社のみ作業が行えるため。

施設整備課



業務名 契約相手 契約金額 契約締結日
地方公営企
業法施行令
の適用条項

随意契約の理由 担当課

R5年度　バルブコントロール
点検整備業務委託その１

株式会社
前澤ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ
広島出張所
所長　高橋　剛志

広島県広島市南区京橋町
9-21

6,050,000円 令和5年6月5日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、前澤工業㈱製バルブ機器の点検、部品取替、動作試験を行うも
のでありますが、機器の仕様及び各部品の分解・交換手順や技術情報につ
いては、同社及び系列会社以外には非公開となっている。そのため、中国
地区で同社製品の保守メンテナンス業務を事業とする系列会社である㈱前
澤エンジニアリングサービス広島出張所と随意契約を締結し実施するも
の。

浄配水課

R5年度　バルブコントロール
点検整備業務委託その２

株式会社 クボタ建設
大阪支社
執行役員大阪支社長
進藤　方海

大阪府大阪市浪速区敷津東
1-2-47

3,300,000円 令和5年6月5日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、㈱クボタ製バルブ機器の点検、部品取替、動作試験を行うもの
でありますが、機器の仕様及び各部品の分解・交換手順や技術情報につい
ては、同社及び系列会社以外には非公開となっている。そのため、中国地
区で同社製品の保守メンテナンス業務を事業とする系列会社である㈱クボ
タ建設大阪支社と随意契約を締結し実施するもの。

浄配水課

R5年度　バルブコントロール
点検整備業務委託その３

株式会社 清水鐵工所
代表取締役　清水　智弘

滋賀県彦根市安清町4-16

6,050,000円 令和5年6月5日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、㈱清水鐵工所製バルブ機器の点検、部品取替、動作試験を行う
ものでありますが、機器の仕様及び各部品の分解・交換手順や技術情報に
ついては、同社以外には非公開となっている。そのため、同社と随意契約
を締結し実施するもの。

浄配水課

R5年度　湖南中学校緊急用地
下貯水槽機械設備修繕業務

株式会社
前澤ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ
広島出張所
所長　高橋　剛志

広島県広島市南区京橋町
9-21

1,210,000円 令和5年6月23日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、前澤工業㈱製バルブ機器の部品取替、動作試験を行うものであ
りますが、機器の仕様及び各部品の分解・交換手順や技術情報について
は、同社及び系列会社以外には非公開となっている。そのため、中国地区
で同社製品の修繕業務を事業とする系列会社である㈱前澤エンジニアリン
グサービス広島出張所と随意契約を締結し実施するもの。

浄配水課

電力・ガス・食料品等価格高
騰対策に係る水道料金等の減
免に伴うシステム改修等業務
委託

第一環境 株式会社
代表取締役社長
玉木　孝一

東京都港区赤坂2-2-12

1,639,000円 令和5年7月4日
第21条の14
第1項第2号

本業務は松江市の電気・ガス・食料品等価格高騰対策に伴い水道料金の減
免を行うため、当局と「水道料金及び下水道使用料徴収等包括業務委託」
契約を締結し、運用している第一環境株式会社の料金システムの改修を行
うものであり、本業務を実施できるのは、料金システムの所有者である第
一環境株式会社のみであるため、随意契約を締結し実施するもの。

営業課



業務名 契約相手 契約金額 契約締結日
地方公営企
業法施行令
の適用条項

随意契約の理由 担当課

R5年度　非常用発電機点検整
備業務委託（その１）

株式会社 中国日立
島根支社
支社長　城市　育雄

松江市平成町182-13

764,500円 令和5年7月14日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、㈱日立製作所製の非常用発電機について点検整備を実施するも
のでありますが、各部品の交換手順や点検マニュアル、技術資料、諸デー
タなどは、同社及び系列会社以外には非公開となっている。そのため、市
内で点検整備が実施可能な系列会社である㈱中国日立 島根支社と随意契
約を締結し実施するもの。

浄配水課

R5年度　松江上水及び松江簡
水地区減圧弁点検整備業務委
託

株式会社 アクア
代表取締役　織田　正義

広島県広島市西区南観音
4-4-14

2,145,000円 令和5年7月19日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、㈱森田鉄工所製減圧弁の点検整備に伴う部品交換及び機器の分
解整備を実施するものでありますが、機器の仕様及び各部品の分解・交換
手順や技術情報については、同社以外には非公開となっている。そのた
め、当該メーカーの中国地区担当代理店である㈱アクアと随意契約を締結
し実施するもの。

浄配水課

R5年度　非常用発電機点検整
備業務委託（その６）

三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
株式会社
西日本本部 中国支社
支社長　妹尾　潤一

広島県広島市東区若草町
9-7

3,850,000円 令和5年9月25日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、三菱電機㈱製の非常用発電機について点検整備を実施するもの
でありますが、各部品の交換手順や点検マニュアル、技術資料、諸データ
などは、同社以外には非公開となっている。そのため、当該メーカーの中
国地区担当代理店である三菱電機プラントエンジニアリング㈱西日本本部
中国支社と随意契約を締結し実施するもの。

浄配水課

R5年度　松江市下水管路施設
巡視点検業務委託

松江八束生活環境保全事業
協同組合
理事長　土江　良弘

松江市八幡町880-53

47,465,000円 令和5年9月29日
第21条の14
第1項第2号

本業務は、松江市上下水道事業経営計画に基づき、年次的にマンホール蓋
及びマンホールの巡視・点検を行い、道路通行事故の予防及び管渠閉塞な
どの異常箇所の確認を行うことで、管路施設の維持管理を強化していくも
のである。異常箇所では清掃から運搬までの業務を連動して緊急に実施す
る必要があり、市の一般廃棄物収集運搬業許可、もしくは県の産業廃棄物
収集運搬業許可を有するとともに、目的用途の特殊車両や資機材を有し、
市内全域で業務が履行できるのは松江八束生活環境保全事業協同組合のみ
であるため。

施設整備課


